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第１章 基本的な考え方 

 

１ 
 

 

１ 計画策定の背景 

久留米市は、昭和６２年の第１次行政改革から現在に至るまで、取り巻

く環境の変化や厳しい行財政環境に対応しつつ、市民サービスの充実、向

上を図るため、行財政改革の取組みを積極的に進めてきました。 

しかしながら、今後、人口減少・少子高齢化の進展や市民ニーズの多様

化などに伴い、業務量の増加、歳出の増加や歳入の減少などが予測されて

おり、市の行財政を取り巻く環境はさらに厳しくなっていくことが見込ま

れます。 

このような状況の中においても、将来に向けて安定した行財政運営を行

っていくには、行財政改革の取組みをさらに推進していくことが必要とな

ります。 

 

 

  

 

  

 

 

《 市の行財政を取り巻く環境の変化 》 

業務量の増加 

 

歳出の増加 歳入の減少 

 

市民ニーズの  

多様化・高度化 

 

防災･減災の  

重要性の高まり  

広域合併後  

１０年経過  

人口減少・少子  

高齢化の進展  

・地方交付税の  

 減少  
・災害予防の  

 増加  

 

・扶助費の増大  

・税収の減少  

 

 

・業務困難度の  

 上昇  

・対応の複雑化  

・施設更新費用  

 の増加  

 増加  

 

・自立した  

 経営が必要  

・都市優位性  

 の確立  

地方分権の進展  

都市間競争激化  

 

公共施設の  

老朽化 
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位置づけ 

今後、「新総合計画」が目指す、将来を見据えた都市づくりのため

の事業を進め、市民生活に必要な質の高いサービスを提供していくに

は、自主自立の自治体経営を行う必要があります。  

そのためには、行財政改革の推進により、必要な経営資源を確保し

ていくことが不可欠であることから、本計画は「新総合計画」の円滑

な推進を下支えする計画として位置づけます。  

目指す方向性 

本計画では、大胆な改革に挑むとともに、行財政改革の取組みを徹

底していくことで、将来にわたり持続可能な行財政運営の確立を目指

します。  

２ 計画の位置づけと目指す方向性 

 

 

 

≪ 将来にわたり持続可能な行財政運営の確立 ≫ 

 

「新総合計画」が目指す将来を見据えた都市づくり 

・ 超高齢社会など時代を見据えた都市の構築 

・ 幸せを実感できる市民生活の実現 

・ 住み続けたいと思える、住み続けられる地域社会の形成 

 

【経営資源（ヒト・モノ・カネ）の確保】 

 

 
大胆かつ徹底した行財政改革の推進 

市民生活に必要な質の高い市民サービスの提供 

行財政改革推進計画 

施策推進の 

下支え 

計画が目指す方向性 

《 新総合計画と本計画の関係 》 
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本計画は「新総合計画」との連動性や整合性を確保する必要があ

ることから、計画の期間を「新総合計画・第３次基本計画」に合わ

せ、平成２７年度から令和元年度までの５年間とします。  

また、本計画策定の背景や市が取り組むべき行財政改革の方向性

は大きく変わらないことなどから、本計画を令和２年度から４年度

まで３年間継続します。  

 

 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R６  R7 

 

   

 

  

    

 

    

 

 

    

 

 

３ 計画期間 

第３次基本計画期間（Ｈ２７～Ｒ１） 

 

行財政改革推進計画  

 

当初設定期間（Ｈ２７～Ｒ１） 継続期間（Ｒ２～Ｒ４） 

第４次基本計画期間（Ｒ２～Ｒ７） 

新総合計画  
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基本的な視点 

本計画は、将来を見据えた中長期的な視点に立ち、全ての職員が一丸

となって取り組む計画とします。  

また、積極的な政策展開を支える経営資源の確保のため、全ての既存

事業を見直しの対象とします。  

 

推進方針 

本計画を実施する上で、以下のとおり推進方針を設定します。  

Ⅰ 経営品質の向上 

市民生活に必要な質の高いサービスを提供し続けるため、市

民や各種団体等とともに、さらに効果的で効率的な行政運営を

行うことにより、経営品質の向上を目指します。  

Ⅱ 健全財政の確立 

今後、市を取り巻く行財政環境がさらに厳しくなる中におい

ても、将来にわたり持続可能な財政運営のために必要な財源の

確保を行うことにより、健全財政の確立を目指します。  

Ⅲ 公共施設管理の最適化 

公共施設全体を総合的かつ計画的に管理していくとともに、

様々な手法により公共施設にかかる経費の削減を行うことによ

り、公共施設管理の最適化を目指します。  

 

 

 

 

 

４ 計画の基本的な視点と推進方針 
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0
H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

R1
年度

R2
年度以降

H27年度から5年間合併から１０年間

合併算定替による地方交付税の増加額が毎年減少

歳出削減の取組み
により捻出する額

歳入増加の取組み
により捻出する額

35億

35億円

H17年度～H26年度

計画全体の成果を明らかにし、また、それぞれの事業を推進してい

く原動力とするため、以下のとおり指標を設定します。  

Ⅰ 経営品質の向上 

市政アンケートモニター「くるモニ」において、行政運営の

状況などに関して概ね満足している市民の割合を、７５％に

向上させます。  

基準値  平成２７年度  ６８．６％  

目標値  令和  ４  年度  ７５．０％  

Ⅱ 健全財政の確立 
令和４年度における、歳出削減や歳入増加の取組みによる財

政改善効果額を、３５億円とします。  

参考  ３５億円の根拠は、現在久留米市が受けている市町合併に

伴う地方交付税の合併算定替制度による効果が、令和元年

度までで終了することによるものです。 

※合併算定替制度の詳細は、資料編(１４ページ)に解説しています。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 公共施設管理の最適化 
平成２６年度末の公共施設の施設面積（約１０９万㎡）を基

準に、令和４年度までに、施設面積を２％（約２万㎡）縮減

します。  

参考 久留米市公共施設総合管理基本計画の推進目標 

「令和７年度までに、施設の統廃合等により、施設面積を

３％（約３万㎡）縮減します。」

５ 計画の指標 
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本計画では、３つの推進方針の実現のため１６の施策を設定し、事業を展開

します。  

中でも、指標への効果が特に高い施策について「重点施策」（表中       

で表示）とし、集中的に取り組みます。  

また、各事業を推進するため、様々な具体的な取組みを実施しますが、その

進捗管理は個別に行います。  

なお、本計画で取り組む事業等については、取り巻く環境の変化など状況に

応じ、内容の変更や事業の追加を行うなど、柔軟に対応していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 計画の体系 
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本計画の全体的な進行管理と検証については、行財政改革推進本部で

行います。 

また、計画の実効性を高めるため、必要に応じ「重点施策」を推進す

るプロジェクトを設置するなど、効果的な推進体制により取組みを進め

ます。 

そして、全職員が危機意識を持ち、主体的かつ積極的に事務事業の見

直しに取り組みます。 

なお、毎年度、事業の進捗状況や本計画の成果と課題などについて、

広く公表していきます。 

 

＜行財政改革推進本部体制＞

７ 計画の推進体制 

各部改革推進本部 

本 部 長 ： 部長 

推進責任者 ： 次長 

推進員 ： 全管理職 

重
点
施
策 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
① 

重
点
施
策 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
② 

重
点
施
策 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
③ 

…… 

各

課

職

員 

… 

各

課

職

員 

各

課

職

員 

各プロジェクト・部会等 

部 
 

会 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

部 
 

会 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

推進指示 

状況報告 

活動支援 

調 整 

情報提供 

承認・指示 提案・報告 

幹事会 
幹事：スタッフ部門の次長等 

 

承認・指示 

提案・報告 

 
行財政改革推進本部 

本部長：市長 

副本部長：副市長 

本部員等：各部長等 

 

久留米市行財政改革の推進体制等に関する規程（平成 13 年 12 月 1 日規程第 14 号）による 
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推進の基本的な考え方 

市民生活に必要な質の高いサービスを提供し続けるため、市民や各種団体等と

ともに、さらに効果的で効率的な行政運営を行います。 

そのため、新たな課題等に迅速かつ的確に対応できる柔軟で効率的な組織体制

の整備や、職員の能力向上に取り組みます。 

あわせて、市政情報の積極的な発信や、市民とのさらなる協働を進めることな

どにより、市政への信頼性の向上を図ります。 

施策ごとの事業 

１ 柔軟で効率的な組織体制の整備 

時代の変化に柔軟に対応した、簡素で効率的な組織を整備します。 

事 業 

(1) 効効率率的的なな課課題題対対応応がが可可能能なな組組織織体体制制のの整整備備 

組織横断的な課題等に対応するため、環境の変化に応じた組織の整備･

運用やプロジェクトの活用、適切な定員管理や職員配置の最適化を進め

ます。 

(2) 広広域域行行政政にによよるる効効率率的的なな行行政政ササーービビススのの提提供供 

連携中枢都市圏構想の推進など、近隣自治体と連携して効率的な行政運

営を行います。 

 

２ 職員の能力向上･活用 

組織目標を達成するため、職員能力のさらなる向上を図り、能力の活用を進め

るとともに、職員のさらなる士気の向上を図ります。 

事 業 

(3) 目目標標管管理理をを基基礎礎ととししたた人人事事評評価価制制度度のの的的確確なな運運用用 

職員の意欲を高め、相互のコミュニケーションを緊密にするため、人事

評価制度の効果的な運用を行います。 

(4) 職職務務遂遂行行力力のの向向上上 

職務遂行力や政策形成力の向上のため、職場育成力の強化の仕組みづく

りや目的に沿った研修を実施します。 

(5) 新新たたなな働働きき方方ののモモデデルルづづくくりり 

業務遂行のさらなる効率化のため、多様な働き方ができる職場環境や仕

組みについて検討を進め、整備します。 

 

第２章 施策の展開 

推進方針Ⅰ 経営品質の向上 
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３ 創意工夫による事務効率化 【重点施策】 

事務を総点検し、事務の合理化、効率化に向けた取組みを推進します。 

事 業 

(6) 事事務務のの総総点点検検のの仕仕組組みみづづくくりりとと実実践践 

事務執行の簡素化、集約化、標準化を図るため、事務の総点検の仕組み

づくりを行うとともに、証明書のコンビニ交付の導入などに取り組みま

す。 

(7) 内内部部管管理理事事務務のの省省力力化化 

内部事務のスリム化やスピードアップを図るため、階層的な会議の整理

や、会議時間、資料枚数の制限などのルールづくりを行い、実践します。 

 

４ 市民とのさらなる協働 

市民とともに地域を考え、お互いに協力して地域の課題解決や活性化を図り

ます。 

事 業 

(8) ささららななるる協協働働推推進進のの仕仕組組みみづづくくりり 

地域社会を支えあう活動の活性化を図るため、さらなる仕組みづくりに

取り組みます。 

(9) 職職員員のの地地域域活活動動等等のの促促進進 

行政への信頼性の向上を図るため、職員自らが地域や市民活動に貢献す

る意識を持ち、具体的に行動する職員の育成を進めます。 

 

５ 積極的な情報発信 

市の政策や行政情報について、市民とのさらなる共有化を進めます。 

事 業 

(10) 戦戦略略的的なな広広報報 

効果的な広報を行うため、様々な広報媒体を有効に活用し、全庁連携し

て、分かりやすくタイムリーに発信します。 

(11) オオーーププンンデデーータタななどど市市政政情情報報のの積積極極的的公公開開 

市民と行政情報を共有するため、二次利用しやすいデータの公開を進め

るなど、市政情報を積極的に公開していきます。 
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１０ 
 

推進の基本的な考え方 

今後、市を取り巻く行財政環境がさらに厳しくなる中においても、将

来にわたり持続可能な財政運営のために必要な財源を確保します。 

そのため、歳出削減と歳入確保の両面から、既存の考えにとらわれず

様々な手法を用いながら、事業量や事業費の削減及び財源確保の取組み

を進めます。 

施策ごとの事業 

６ 事業削減の仕組みづくりと実践 【重点施策】 

全ての事業を検証し、削減や抜本的な見直しを行う仕組みづくりを行

い、着実に実践していきます。 

事 業 

(12) 新新たたなな事事業業削削減減制制度度のの導導入入とと実実践践  

全ての事業の見直しのため、客観的な評価制度を導入し、その基準

等により事業の削減を進めます。 

(13) 予予算算編編成成過過程程のの検検証証とと見見直直しし 

効果的で効率的な予算の配分を行うため、現在の予算編成の手法を

再検証し、要求基準や査定方式の見直しを行います。 

 

７ 民間活力の積極的活用 

事務事業のさらなる民間委託とともに、指定管理者制度への移行を推

進します。  

事 業 

(14) 事事務務事事業業のの民民間間委委託託等等のの推推進進 

公立保育所の給食調理業務など、各種事務事業の民間委託をさらに

進めます。 

(15) 公公立立保保育育所所運運営営再再編編計計画画のの検検証証とと見見直直しし 

これまで取り組んできた再編計画の結果を検証し、効率的で質の高

い教育や保育の提供を推進していきます。 

(16) 指指定定管管理理者者制制度度のの移移行行推推進進 

民間のノウハウ等を活かし、市民サービスの向上と行政運営の効率

化を図るため、指定管理者制度への移行を積極的に進めます。 

 

８ 補助事業の見直し 

(17) 全ての事業を見直しの対象とするため、補助事業についても目的

や対象などを再検証し、見直しを進めます。 

 

推進方針Ⅱ 健全財政の確立 
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１１ 
 

９ 外郭団体等の見直し 

(18) 効率的でより透明性のある団体運営を進めるため、市の関与のあ

り方等を整理します。 

 

１０ 債権管理の最適化 【重点施策】 

債権管理の簡素化、効率化や合理化に向けた取組みを推進します。 

事 業 

(19) 税税、、料料等等のの収収納納率率ののささららななるる向向上上化化 

市税や住宅使用料等の収納率をさらに向上させるため、口座振替の

推進など様々な取組みを進めます。 

(20) 債債権権管管理理手手法法のの統統一一 

より適正な金銭債権の管理に向け、情報の集約化や事務の取り扱い

の統一化などにより、収納率の向上及び収納額の増加に取り組みま

す。 

 

１１ 受益者負担の見直し 

市民サービスに対する負担のあり方について見直しを進めます。 

事 業 

(21) 各各種種手手数数料料及及びび使使用用料料のの見見直直しし 

市民サービスにおける各種の手数料や使用料について、見直しを進

めます。 

(22) 公公共共施施設設駐駐車車場場のの有有料料化化 

広く市民が利用する公共施設の駐車場について、有料化の検討を進

めます。 

 

１２ 財産の有効活用 

財産の有効活用による歳入確保のため、資金の効率的運用や市有財産の

積極的な活用を推進します。 

事 業 

(23) 未未利利用用地地等等のの売売却却やや貸貸付付 

今後、利用予定のない市有地については積極的に売却し、一時的な

未利用地については、積極的な貸付を行います。 

(24) 広広告告収収益益事事業業のの推推進進  

広報紙などの媒体や、市の所有する施設等への積極的な広告掲載を

進めます。 

 

１３ 国等からの財源確保 

(25) 国県による補助金や交付金等の有利な財源の確保に努めるとと

もに、創意工夫を凝らし、歳入の増加に取り組みます。 
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１２ 
 

 

推進の基本的な考え方 

公共施設全体を総合的かつ計画的に管理していくとともに、公共施設の老朽

化がもたらす課題への対応のため、公共施設にかかる経費の削減を図ります。 

そのため、全ての公共施設を対象とする総合的な管理計画を策定するととも

に、ハード、ソフトの両面から、様々な手法により公共施設にかかる経費の削

減に向けた取組みを進めます。 

施策ごとの事業 

１４ 総合的な施設管理計画の策定と推進 【重点施策】 

公共施設の老朽化や経年劣化に伴う課題に対応するため、公共施設全体の総

合的な管理を推進する計画などを策定し、取組みを推進します。 

事 業 

(26) 「「公公共共施施設設等等総総合合管管理理計計画画」」のの策策定定  

国から要請されている、道路等を含む公共施設全体についての総合的か

つ計画的な管理に関する計画の策定を行います。 

(27) 公公共共施施設設（（建建築築物物））のの最最適適化化にに向向けけたた計計画画のの策策定定とと推推進進 

建築物を主体とする公共施設について、保有や管理の最適化に向けた基

本的な計画を策定します。また、施設保有量の縮減に向けた具体的な取

組みを進めます。 

 

１５ 施設にかかるコストの削減 

施設管理の総点検や公共事業コストの改善などにより、公共施設にかかるコ

ストの削減を図ります。 

事 業 

(28) 施施設設管管理理のの総総点点検検とと見見直直しし 

施設管理コストの削減を図るため、施設の維持・運営に関する総点検を

行うとともに、電気・通信などの契約や施設管理業務の見直しを進めま

す。 

(29) 公公共共事事業業ココスストトのの改改善善  

公共事業コスト改善に関する計画に基づき、工事コストの縮減やライフ

サイクルコストの低減などに取り組みます。 

 

推進方針Ⅲ 公共施設管理の最適化 
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１６ 施設の複合化等の推進 

施設の利便性の向上と総面積の削減等を促進するため、複数の機能を集約す

る複合化施設のモデルづくりなどに取り組みます。 

事 業 

(30) 複複合合化化施施設設ののモモデデルルづづくくりり 

将来の施設配置の指針とするため、複合化施設のモデルづくりを進めま

す。 

(31) 施施設設のの有有効効活活用用等等のの推推進進 

施設の有効活用を図るため、空きスペースの利活用などを進めます。 

(32) ＰＰＰＰＰＰ／／ＰＰＦＦＩＩ手手法法導導入入可可能能性性調調査査のの実実施施 

複合化施設の整備に際し、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法など民間の資金やノウハ

ウ等の積極的活用の検討を進めます。 
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旧久留米市分

H17
年度

H26
年度

H27
年
度

H28
年
度

H29
年
度

H30
年
度

R1
年
度

R2
年度以降

～

合併前の市町
が存続したも
のとした場合

合併後の本来
の算定額

（合併算定替対象期間）

旧田主丸町分

0.5
旧城島町分 0.3

0.1
旧北野町分

新久留米市分
合併後の本来の算定による

地方交付税の額

0.9
旧三潴町分

合併算定替による
地方交付税の増加額

0.7

合併 １０年 １５年

 

 

 

 

○ 合併算定替の段階的縮小に伴う地方交付税の減少について 

久留米市は平成１７年２月に合併をしたため、国からのさまざまな財政上の

支援策を受けています。 

合併算定替制度は、合併に伴う激変緩和を目的として、一定期間、合併後の

新市の普通交付税額が、合併しなかったと仮定した場合に算定される旧市町の

普通交付税額の合算額を下回らないようにする特例です。 

合併算定替の効果は、合併後１０年間は１００％受けられますが、それ以降

は、増額支援の効果額が５年間で年々減少する仕組みになっています。 

平成２５年度の久留米市の合併算定替の効果は約３５億円です。久留米市は

平成２６年度で合併後１０年を経過しますので、平成２７年度以降この増額支

援の効果額が減少していき、令和２年度にはその効果は無くなります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、総務省は、合併後の市町村の実情を考慮し、平成２６年度から合併し

た自治体に対する地方交付税の算定方法の見直しが行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

約 35億円 
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○ 施設の老朽化見込みと建替え等の事業費の推計 

久留米市が保有している公共施設（建物施設）の全てを、今後も保有・維持

し、築６０年で建替えを行うと仮定した場合、令和７年度には、築３０年を超

える施設が７２万㎡（全体の６５％）になります。 

これらの施設は、経年劣化により著しく機能が低下し、施設運営に支障をき

たす可能性があるため、施設を維持するためには大規模改修等の検討が必要と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今後、全ての公共施設を維持し、必要な改修や建替えを行うと想定し

た場合の事業費を試算した結果、公共施設の改修や建替えに必要となる事業費

は、今後４０年間の平均で年間約１０５億円の見込みです。 

合併後の公共施設の改修や建替え・新設事業費７０億円と比較すると、これ

までの約１．５倍の事業費が必要と見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度末 R7年度末

（見込み）

公共施設の老朽化の見込み

築30年超

築30年以下

51万㎡ 72万㎡

38万㎡
(35%)

59万㎡
(54%)

老朽施設の

増加

※全ての施設を築60年で建替えを行うと仮定した場合の見込み



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂履歴  発行日   主な改訂内容   

初版  平成２７年４月   計画策定   

第２版   平成２８年９月   ・「５  計画の指標」の目標数値の設定（Ｐ．５）  

・施策「１４  総合的な施設管理計画の策定」につい

て、取組みの継続を明記（Ｐ．１２）  

・施策「１６  施設の複合化等の推進」の文言を一部

修正（Ｐ．１３）  

・資料編に公共施設にかかる説明を掲載（Ｐ．１５） 

第３版  平成３０年４月  ・計画の推進体制の名称を「行財政改革推進本部」に

変更（Ｐ．７）  

・行財政改革推進本部の本部長を市長に変更、「副本

部長：副市長」の表記を追加（同）  

第４版  令和２年４月  ・計画期間を令和４年度まで継続（Ｐ．３）  

・計画の指標を一部修正（Ｐ．５）  
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